
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
研
究
報
告

第

九

集

一
九
八
五
年
三
月

漢
・
貌
・
晋
代
に
お
け
る

「
蛮
夷
印
」

の
錘
形
に
つ
い
て

、

緒

I=t 

昨
秋
、

一
九
八
四
年
一

O
月
、
福
岡
市
立
歴
史
資
料
館
で
開
催
さ
れ
た
「
漢

委
奴
国
王
金
印
展
」
に
は
、
出
土
以
来
二
百
年
に
達
す
る
「
漢
委
奴
国
王
」
蛇

担
金
印
と
と
も
に
、
「
漢
旬
奴
悪
適
戸
逐
王
」
、
「
蛮
夷
里
長
」
と
い
っ
た
、
漢
帝

国
が
周
辺
諸
民
族
に
与
え
た
印
章
が
出
展
さ
れ
た
。
と
れ
ら
は
、
「
漢
委
奴
国

王
」
印
も
含
め
て
、
漢
朝
が
近
隣
の
諸
民
族
に
対
し
て
、
懐
柔
、
褒
賞
な
ど
の

意
図
を
も
っ
て
与
え
た
も
の
で
、
そ
の
翠
夷
思
想
か
ら
、
蛮
夷
印
と
総
称
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
今
、
と
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
は
、
い
さ

さ
か
の
抵
抗
を
な
し
と
し
な
い
が
、
学
術
用
語
と
し
て
理
解
し
た
い
。

さ
て
、
我
々
が
現
在
実
見
で
き
る
古
印
は
、
羅
福
聞
、
紫
漢
両
氏
に
よ
れ
ば
、

以
下
の
事
情
か
ら
、
今
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
o

ま
ず
、
そ
の
第
一
は
、

I=t 

JEJ 

橋

而

泣4
T 

現
存
の
古
印
中
に
占
め
る
軍
官
印
の
多
さ
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
闘
で

落
命
し
た
将
士
達
が
か
つ
て
侃
帯
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
墓
中
の

副
葬
品
で
あ
り
、
第
三
に
、
一
王
朝
末
期
の
乱
世
の
聞
に
散
失
し
た
も
の
つ
亡

国
乱
離
し
で
あ
る
v

本
小
稿
は
、
乙
れ
ら
残
さ
れ
た
古
印
の
う
ち
、
蛮
夷
印
の

紐
形
に
つ
い
て
、
若
干
の
整
理
を
試
み
る
の
で
あ
る
が
、
漢
印
の
研
究
に
際
し
、

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
後
漢
初
期
衛
宏
の
著
し
た
『
漢
旧
儀
』
な
ど
に
は
、
蛮

夷
印
の
規
定
が
記
さ
れ
ず
、
検
討
の
対
象
と
す
る
と
と
が
で
き
な
い
。

従
来
、
印
章
の
研
究
は
、
多
く
の
古
銅
印
譜
の
刊
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

趣
味
主
義
的
傾
向
を
脱
脚
し
き
れ
ず
、
ま
た
、
小
林
庸
浩
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
印
銘
と
文
献
記
載
の
諸
事
象
と
の
関
連
か
ら
理
解
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
乙
の
な
か
に
あ
っ
て
、
早
く
王
献
唐
氏
は
、
従
来
の
金
石
学
的

理
解
を
援
用
し
つ
つ
、
実
際
の
遺
物
の
形
制
に
重
点
を
置
き
、
古
印
の
体
系
的
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研
究
へ
の
糸
口
を
つ
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
釦
形
に
つ
い
て
、
「
臨
菌

封
泥
文
字
叙
目
」
(
『
山
東
省
立
図
書
館
刊
』
一
九
三
六
年
)
中
で
、
「
漢
代
は
蛮
夷
印

さ
て
、
王
氏
は
、

多
く
の
古
印
を
実
見
し
、

の
紐
三
あ
り
、
一
は
魁
蛇
な
り
、
多
く
は
西
南
夷
に
施
す
、
一
は
螺
紐
な
り
、
多

く
は
、
南
海
の
諸
夷
に
施
す
、
一
は
即
ち
嚢
能
、
多
く
は
、
北
地
西
方
の
秋
莞

に
施
す
。
各
所
在
の
畜
産
を
以
っ
て
、
象
ど
り
て
別
と
為
す
。
」
と
述
べ
、
西
南

夷
に
蛇
釦
、
南
海
の
諸
族
に
螺
釦
、
北
方
の
異
民
族
に
肱
釦
の
印
章
が
与
え
ら

一
方
、
わ
が
国
で
は
、
「
漢
委
奴
国
王
」
印
真
贋
論

れ
た
乙
と
を
述
べ
て
い
る
。

争
段
階
に
画
期
を
成
し
た
栗
原
朋
信
氏
の
一
連
の
論
考
を
契
機
と
し
て
、
「
漢

委
奴
国
王
」
印
の
釦
形
に
関
連
さ
せ
つ
つ
、
漢
印
一
般
の
紐
形
に
つ
い
て
も
述

べ
ら
れ
た
乙
と
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
前
出
小
林
康
浩
氏
は
、
圏
内
に
存
す
る
中

国
古
印
を
調
査
し
た
の
ち
、
「
西
北
沙
漠
の
地
戎
秋
に
は
葉
監
紐
、
南
方
卑
限
の

地
の
蛮
夷
に
は
蛇
紐
で
あ
る
乙
と
は
、
各
代
に
わ
た
る
多
く
の
遺
例
が
証
明
す

る
と
と
ろ
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
次
に
、
岡
崎
敬
氏
は
、
「
『
漢
委
奴
国
王
』

一
九
六
八
年
)
に
お
い
て
、
漢
貌
晋
代
、
北

金
印
の
測
定
」
(
『
史
淵
』
一

O
O絹

方
民
族
に
対
し
て
は
肱
紐
、

南
方
湿
潤
地
帯
の
蛮
夷
に
つ
い
て
は
、

新
出
の

「
濃
王
之
印
」
蛇
紐
金
印
な
ど
を
そ
の
例
の
一
つ
と
し
て
、
蛇
釦
が
お
く
ら
れ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
螺
鉦
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
と
れ
を
知
り
え

な
い
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
中
国
で
新
た
に
出
土
し
た
諸
印
か

ら
み
て
も
、
そ
の
妥
当
性
は
、
首
肯
さ
れ
る
と
乙
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
乙
で
、

以
下
に
は
、
乙
れ
ら
の
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
釦
形
に
つ
い
て
更
に
整
理
を

行
い
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
手
順
と
し
て
、
出
土
地
点
の

明
ら
か
な
近
年
出
土
の
報
告
例
を
第
一
と
し
、
次
に
、
諸
機
関
所
蔵
印
の
図
録

類
を
採
り
挙
げ
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
ほ
か
、
金
石
学
の
著
録
、
印
譜
類
と
、

漸
次
、
そ
の
検
討
の
対
象
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
遺
憾
な

が
ら
、
今
の
筆
者
に
は
荷
が
重
く
、
二
、
三
の
金
石
関
係
の
著
録
を
、
参
考
資

料
と
し
て
活
用
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

一、
諸
例
の
検
討

印
銘
に
記
さ
れ
た
諸
民
族
名
と
の
関
連

(イ)

近
年
、
出
土
が
報
告
さ
れ
た
諸
例

近
年
に
出
土
が
確
認
さ
れ
る
蛮
夷
印
は
、
筆
者
の
知
見
の
限
り
で
は
、
二
五

例
を
数
え
る
と
思
わ
れ
る
。
乙
れ
ら
は
、
出
土
遺
構
が
不
明
な
半
数
近
付
v

を
除
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く
と
、
墓
葬
、
も
し
く
は
二
次
的
な
遺
構
で
あ
る
害
蔵
に
限
ら
れ
て
お
り
、
他

の
官
私
印
と
同
様
で
あ
る
が
、
墓
葬
出
土
の
数
例
に
つ
い
て
も
、
単
に
古
墓
と

あ
る
な
ど
、
山
山
土
状
況
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

以
下
に
載
せ
る
表
l
は
、
近
年
出
土
が
報
告
さ
れ
た
蛮
夷
印
二
五
例
の
一
覧

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
担
形
の
明
ら
か
な
諸
例
に
つ
い
て
、
印
銘
に
記
さ
れ
た
諸
民
族

と
釦
形
と
の
関
連
に
つ
い
て
み
た
の
が
表
2
で
あ
る
。

乙
の
ほ
か
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
漢
代
の
「
棋
王
之
印
」
、
後
漢

代
の
「
漢
委
奴
国
王
」
印
の
二
例
が
蛇
釦
印
で
あ
る
。
ま
た
、
表
2
か
ら
は
、

以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
肱
紐
印
が
目
立
つ
ほ
か
、
羊
鎧
印
が
、
売

族
に
漢
代
一
例
、
晋
代
二
例
、
丘
族
に
晋
代
二
例
で
あ
る
乙
と
、
表
ー
か
ら
、

「
漢
夷
巴
君
」
印
、
「
晋
率
善
胡
倍
長
」
印
が
羊
紐
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
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表

印
銘
に
記
す
諸
民
族
と
紐
形

。漠

霊車

図

羊
鐙
印
・
舵
鐙
印
・
蛇
錯
印
の
実
例

{

べ

A

崎
山

3

K、制

豆Z
日

「晋蛮夷率善倍長」蛇m銅印「晋烏丸帰義侯J!詑111銅印「晋帰義史侯」羊銀塗金銅印

ま
た
そ
の
ほ
か
「
漢
旬
奴
悪
適
戸
逐
王
」
鼻
釦
石
印
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
(
図
2
1
2
)
。
こ
れ
は
石
材
を
用
い
た
極
め

て
特
異
な
蛮
夷
印

で
あ

り
、
し
か
も
、
印
面
八

・
九
×
八

・
六

叩、

通
紐
一
角
五

・
三
叩
と
大
き
く
、
表

ー
に
明
ら
か
な
よ
う
に
通
常
の
方
寸
の
官
印
K
比
較
し

一
辺
約
四
倍
と
、
官

印
の
規
格
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
と
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
石

印
は
一
九
七
一
年
限
西
省
西
安
市
永
紅
路
公
社
菊
花
園
で
、

な
ど
と
と
も
に
、
筈
蔵
よ
り
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

王
葬
印
、
金
代
印

乙
の
「
漢
岡
奴
悪

適
戸
逐
王
」
印
に
つ
い
て
、
報
告
者
で
あ
る
陳
全
方
氏
は
印
が
規
格
に
外
れ
る

ほ
か
、
作
り
が
粗
い
乙
と
な
ど
か
ら
、
南
旬
奴
が
自
刻
自
造
し
た
も
の
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
納
得
の
ゆ
く
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
石
材
に
は
鼻
釦

が
製
作
し
易
い
ζ

と
な
ど
も
配
慮
す
る
な
ら
ば
、
元
来
或
い
は
乙
の
印
は
、
大

谷
大
学
禿
食
文
庫
所
蔵
の

「漢
伺
奴
悪
適
戸
逐
王
」

舵
釦
銅
印

(
図
2

|
1
)

の
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明
器
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
副
葬
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ

ら
か
ら
す
れ
ば
、
漢
代
、
旬
奴
に
与
え
ら
れ
た
「
漢
囚
奴
帰
義
親
漠
長
」
、
「漢

同
奴
栗
借
温
田
門
貌
」
両
舵
釦
銅
印
と
の
共
通
性
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

図
2 

1. I漢旬奴悪適戸逐王」印印影
(大谷大学所!被)

2. I漢旬奴悪適戸逐王J印印影
(1971年、西安市出土〕



図
録
類
所
載
の
諸
例

筆
者
が
利
用
し
得
た
の
は
、
『
中
国
古
印
図
録
』
(
大
谷
大
学
禿
食
文
庫
神
田

(ロ)

喜
一
郎
・
野
上
俊
静
監
修

(
加
藤
慈
雨
楼
編

一
九
六
四
年
)
、
『
有
期
館
蔵
璽
印
精
華
官
印
篇
』

一
九
七
五
年
)
、
『
平
金
致
蔵
古
璽
印
選
』
(
神
田
喜
一
郎

監
修

加
藤
慈
雨
楼
編

央
博
物
院
連
合
管
理
処
編
輯
一
九
八

O
年
)
、
『
故
宮
銅
器
図
録
』
(
国
立
故
宮
中

一
九
五
七
年
)
で
あ
る
。
今
、
乙
れ
ら
を
、
表

2
同
様
に
整
理
す
る
と
順
に
以
下
の
通
り
と
な
る
。
但
し
、
『
故
宮
銅
器
図
録
』

に
は
、
漢
印
ニ
印
二
例
、
現
印
五
例
、
晋
印
九
例
の
一
六
例
の
蛮
夷
印
が
い
ず

れ
も
監
紐
と
さ
れ
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
、
表
に
載
せ
て
い
な
い
。

ま
ず
、
表
3

|
①
で
あ
る
が
、
例
に
よ
っ
て
、
各
代
に
わ
た
っ
て
舵
釦
印
が

目
立
つ
ほ
か
、
「
晋
蛮
夷
率
善
巴
長
」
、
「
晋
蛮
夷
率
善
倍
長
」
が
蛇
釦
で
あ
る
な

ど
、
「
蛮
夷
」
を
印
銘
に
記
す
二
印
が
い
ず
れ
も
蛇
紐
で
あ
る
と
と
が
注
意
さ
れ

る
。
ま
た
、
表
に
は
載
せ
て
い
な
い
が
、
図
録
に
、
「
貌
率
善
胡
仔
長
」
蛇
紐
銅

印
と
と
も
に
、
同
じ
印
銘
の
熊
紐
銅
印
が
録
さ
れ
て
い
る
乙
と
が
特
徴
的
で
あ

る
。
管
見
の
限
り
、
蛮
夷
印
熊
鑑
の
他
の
例
を
知
ら
ず
、
ま
た
、
同
一
の
印
銘

を
有
す
る
印
章
は
、
お
お
よ
そ
同
じ
紐
形
を
と
る
乙
と
か
ら
考
え
て
も
、
乙
の

熊
紐
印
は
、
後
考
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
表
3

|
②
で
あ
る

が
、
乙
れ
は
、
『
璽
印
精
華
官
印
篇
』
よ
り
作
製
し
て
い
る
。
掲
載
の
諸
蛮
夷
印

は
七
例
を
数
え
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
漢
印
二
例
、
貌
印
三
例
、
晋
印
二
例
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
蛇
紐
は
、
漢
代
の
「
蛮
夷
里
長
」
印
、
ま
た
、
「
晋
蛮
夷

率
善
作
長
」
の
二
例
と
、
い
ず
れ
も
「
蛮
夷
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま

た
、
馬
紐
印
を
説
代
以
降
の
誌
、
烏
丸
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
表
3

1
@で
あ
る
。
図
録
所
載
の
諸
蛮
夷
印
は
、
全
て
一
七
例
、
漢
印
三
例
、
現
印

表
5 

印
銘
に
記
す
諸
民
族
と
紐
形
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四
例
、
晋
印
一

O
例
で
あ
る
が
、
表
3
に
記
す
諸
民
族
に
つ
い
て
は
、

を
数
え
る
。
乙
れ
を
紐
形
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
漢
代
に
蛇
紐
印
「
漢
夷
巴

長
」
が
知
れ
る
が
、
た
だ
、
「
漢
帰
義
夷
作
長
」
印
は
、
舵
鉦
で
あ
る
。
そ
の
ほ

か
、
尭
島
各
々
に
、
親
印
羊
紐
、
烏
丸
、
鮮
阜
各
々
に
馬
紐
印
が
知
ら
れ
、
ま

た
、
晋
代
で
は
、
莞
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
羊
釦
、
正
に
羊
釦
一
例
、
胡
に
羊

一
一
例

紐
一
例
、
烏
丸
、
旬
奴
に
各
々
馬
紐
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
の
ほ
か
、
『
故
宮
銅
器
図
録
』
で
あ
る
が
、
載
せ
ら
れ
た
蛮
夷
印
中
、
「
蛮

夷
」
を
記
す
も
の
は
な
い
が
、
各
代
に
わ
た
っ
て
、
主
、
品
、
旬
奴
す
べ
て
詑

紐
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

以
上
一
、
図
録
類
所
載
の
蛮
夷
印
の
諸
例
か
ら
総
合
す
る
な
ら
ば
、
蛇
紐
印
七

例
は
、
既
に
先
学
諸
氏
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
漢
晋
代
に

お
い
て
南
方
蛮
夷
を
対
象
と
し
た
ζ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
出
土
地
点
の

明
ら
か
な
、
「
漢
委
奴
国
王
」
印
、
「
濃
王
之
印
」
な
ど
と
同
様
の
事
実
を
指
摘
し

得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
現
代
に
、
蛇
紐
印
が
見
出
し
に
く
川
の
は
、
乙

の
僅
か
な
例
か
ら
す
る
と
、
臆
測
の
域
を
出
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
裂
の
版

図
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
南
方
蛮
夷
に
印
授
を
，
賜
わ
る
'
機
会
に
恵
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
と
と
に
も
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
乙
の
点
、
蛇

鉦
金
印
で
あ
る
「
漢
委
奴
国
王
」
に
比
較
し
、
「
親
貌
倭
王
」
印
の
紐
形
に
つ
い

て
関
心
が
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
つ
て
、

藤
貞
幹
は
、
『
好
古
日
録
』

(
一
七
九
六
年
)
に
お
い
て
、
偽
書
『
宣
和
集
古
印
史
』
に
載
せ
る
「
親
調
倭

王
」
印
の
印
影
を
転
載
し
て
い
る
が
、
鑑
に
つ
い
て
は
、
「
銀
製
ヲ
脱
ス
、
惜
ム

ヘ
シ
。
」
と
記
し
て
お
り
興
味
深
い
。

ま
た
、

そ
の
ほ
か
き
わ
だ
っ
た
特
徴
と
し
て
は
、
羊
鉦
印
が
挙
げ
ら
れ
る
。

蛮
夷
を
除
く
北
方
諸
族
に
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
能
鑑
が
通
じ

て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
、
他
の
紐
形
に
つ
い
て
仔
細
に
考
え
を
及
ぼ

す
な
ら
ば
、
羊
紐
印
は
、
売
族
に
、
貌
代
一
例
、
晋
代
三
例
、
忌
族
に
、
現
代

一
例
、
晋
代
一
例
、
更
に
、
晋
代
胡
族
に
一
例
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
今
、
北
方
異
民
族
の
総
称
で
あ
る
胡
族
の
一
例
を
し
ば
ら
く
措
く
な
ら

ば
、
羊
紐
印
は
、
売
・
誌
の
貌
晋
代
印
に
見
ら
れ
る
乙
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で

あ
り
、

こ
の
羊
紐
印
が
尭
・
丘
族
に
多
く
見
ら
れ
る
事
実
は
、
前
述
し
た
近
年

出
土
報
告
の
諸
例
中
で
指
摘
し
た
と
と
ろ
と
矛
盾
す
る
と
乙
ろ
は
な
い
の
で
あ

る

‘叶，
i
u
t
 

次
に
、
検
討
の
資
料
と
し
て
価
値
を
有
す
る
も
の
に
は
、

録
、
印
譜
類
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
、
こ
乙
で
は
、
前
述
の
理
解

の
参
考
に
供
す
意
味
で
、
手
許
に
活
用
出
来
る
『
金
石
索
』
(
証
明
雲
鵬
、
市
崎
雲
婦
、

道
光
元
年
〉
、
(
僅
中
溶
、
同
治
十
三
年
〉
、

そ
の
他
の
資
料
か
ら

金
石
関
係
の
著
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『
集
古
官
印
考
謹
』

『
鴎
右
金
石
録
』

〈
張
線
、
一
九
四
三
年
〉
、

『
山
左
金
石
士
山
』
(
畢
抗
、
民
元
、
嘉
慶
二
年
)
等
に
つ
い

て
み
て
み
た
い
。

ま
ず
、
『
金
石
索
』
に
は
、
六
O
例
近
く
の
蛮
夷
印
が
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
う
ち
、
鉦
形
を
記
す
の
は
、
「
晋
蛮
夷
率
善
巴
君
」
(
駐
紐
銀
印
)
、
「
晋
烏
丸

率
善
栢
長
」
(
肱
紐
)
等
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
舵
紐
印
で
あ
り
、
蛇
紐
印
と
し
て

は
、
「
晋
蛮
夷
率
善
仔
長
」
を
挙
げ
得
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
次
に
、
『
集
古
官
印

乙
れ
も
例
え
ば
、
強
晋
代
の
蛮
夷
印
は
、
七

O
例
近
く
が

考
諮
』
で
あ
る
が
、

担
形
の
知
れ
る
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、

舵
鉦
印
で
あ
っ

載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

て
、
蛇
紐
印
は
、
「
貌
蛮
夷
率
善
仔
長
」
、
「
晋
蛮
夷
率
善
仔
長
」
な
ど
が
挙
げ
ら



れ
る
に
過
ぎ
な
い
で
い
る
。

そ
の
ほ
か
、

『
山
左
金
石
志
』
所
載
蛮
夷
印
九
例

の
う
ち
、
釦
形
の
知
れ
る
も
の
は
、
「
漢
帰
義
夷
汗
長
」
監
紐
印
、
『
鴎
右
金
石

録
』
で
は
、
蛮
夷
印
四
例
中
、
「
現
率
善
亮
作
長
」
舵
担
印
、
『
求
古
精
舎
金
石

図
』
で
は
、
「
漢
破
虜
莞
長
」
舵
紐
印
が
看
出
さ
れ
る
。

乙
れ
ら
、
金
石
著
録
の
諸
例
は
、

そ
の
相
互
に
、
或
い
は
、
前
述
し
た
図
録

類
所
載
の
諸
例
に
重
複
す
る
事
例
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
既
に
先

学
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
実
、
即
ち
、
北
方
諸
族
に
肱
鉦
印

大陸に於ける蛮夷印出土地

• 宜城県
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図3

が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
蛇
紐
印
は
、
南
方
蛮
夷
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
紐
形
で

あ
る
乙
と
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
蛮
夷
印
を
、

そ
の
印
銘
に
記
さ
れ
た
諸
民
族
と
、
そ
の
紐
形
に
つ
い

て
、
再
整
理
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
北
方
の
舵
紐
を
与

え
ら
れ
た
異
民
族
の
中
で
も
、
完
・
丘
両
族
に
は
、
し
ば
し
ば
、
舵
紐
以
外
に

羊
紐
を
多
く
見
る
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
出
土

地
も
ま
た
限
定
さ
れ
、
中
国
西
北
部
に
集
中
す
る
乙
と
が
指
摘
出
来
る
の
で
あ

る
。
尭
族
は
、
秦
漢
以
来
三
国
時
代
、
現
在
の
甘
粛
、
青
海
、
四
川
一
帯
に
分

布
し
て
い
た
遊
牧
民
族
で
、
部
落
を
一
単
位
と
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

晋
前
後
に
、
中
原
諸
王
朝
の
編
戸
、
封
戸
と
し
て
管
轄
下
に
組
み
入
れ
ら
れ
は

じ
め
た
乙
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
既
に
王
献
唐
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
各
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所
在
の
畜
産
を
以
っ
て
象
ど
り
て
別
と
為
す
の
で
あ
れ
ば
、

蛮
夷
印
を
P

頒

発
H

す
る
中
国
諸
王
朝
か
ら
み
て
、

中
国
西
北
部
に
所
在
す
る
莞
・
丘
族
に

は
、
羊
を
強
く
意
識
さ
せ
る
も
の
が
、

そ
の
生
活
様
式
の
一
要
素
と
し
て
存
在

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
馬
紐
印
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
乙
ろ
、
尭
族
を
除

く
、
北
方
諸
族
の
な
か
で
も
、
親
代
以
降
に
、
監
紐
印
と
と
も
に
見
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
上
に
示
す
、
図
3
は
、
釦
形
か
ら
蛮
夷
印
の
出
土
地
を
見
た
も
の

で
あ
る
。

次
に
、
蛇
紐
印
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
蛮
夷
蛇
紐
印
は
、
文
字
通
り
、
南
方
蛮
夷
に
賜
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
乙
れ
に
附
随
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
漢
帝
国
内
の
蛇
紐
官
印
に
つ
い
て

で
あ
る
。

藤
井
有
鄭
館
に
は
、
前
漢
代
「
彰
城
丞
印
」
蛇
紐
銅
印
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、



ま
た
、
国
分
直
一
氏
が
既
に
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、
呉
撲
氏
の
「
我
対
濃
王
之

一
九
五
九
年
〉
か
ら
は
、
「
漸
江
都
水
」
、
「
浪

左
瞳
丞
」
両
蛇
鉦
印
の
存
在
が
知
ら
れ
、
更
に
、
紫
渓
氏
の
「
有
関
古
璽
印
的

印
的
看
法
」
(
『
文
物
』
一
九
五
九
l
七

一
些
知
識
」
(
『
文
物
』
一
九
五
八
l
一

一
九
五
八
年
)
に
は
前
漢
官
印
と
し
て
、
「
白

表
4

官
号
に
よ
る
分
類

①
近
年
出
土
報
告
例

②
中
国
古
印
図
録

@
平
愈
孜
蔵
古
璽
印
選

③
璽
印
精
華
官
印
篇

⑤
隣
右
金
石
録

⑥
金
石
索

⑦
故
宮
銅
器
図
録
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水
℃
丞
」
蛇
担
印
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
が
知
る
と
と
の
で
き
る
蛮
夷
印

以
外
の
蛇
担
官
印
の
実
例
は
、
今
の
と
乙
ろ
以
上
の
四
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
だ
が
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
「
白
水
℃
丞
」
印
を
除
き
、
そ
れ
ら
が
い

ず
れ
も
「
蛮
夷
」
と
の
関
連
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。

ま
ず
、
国
分
直
一
氏
は
、
「
蛇
釦
の
印
を
め
ぐ
る
問
題
」
(
『
え
と
の
す
』
一
一
号

一
九
七
九
年
〉
に
お
い
て
、
蛇
釦
蛮
夷
印
が
東
シ
ナ
海
沿
岸
及
び
密
接
な
連
絡
の

あ
る
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
事
実
を
基
礎
に
、
暖
湿
の
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
で
の

姦
蛇
信
仰
の
存
在
を
示
す
、
い
く
つ
か
の
民
族
例
を
拠
り
ど
乙
ろ
と
し
な
が

ら
、
蛇
釦
は
、
中
国
の
東
南
沿
岸
の
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
お
け
る
稲
作
漁
携
民

に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
更
に
、
漢
帝
国
内
の
「
漸
江
都
水
」
印
、
「
浪
左

盤
丞
」
、
「
彰
城
丞
印
」
に
つ
い
て
も
、
「
蛇
釦
の
印
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
出
自
を
ふ
ま
え
た
乙
と
か
ら
く
る
と
考
え
る
べ
告
乙
で
あ
る
と
す
る

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
漸
江
都
水
」
を
、
「
漸
江
地
域
で
水
を
管
理
し
た

土
曾
を
さ
し
た
も
の
」
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
、
「
浪
左
盤
丞
」
に
つ
い
て
は
、

不
明
瞭
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
、
土
曾
が
任
じ
た
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
加
藤
慈
雨
楼
氏
も
、
「
璽
印
精
華
官
印
篇
」
で
、
「
彰
城
丞
印
」

に
つ
い
て
、
県
の
次
官
に
蛮
夷
の
有
功
者
を
登
用
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
解

釈
し
て
い
る
。
「
白
水
℃
丞
」
蛇
釦
印
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
わ
が
国
で
特
に
注

目
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
前
三
例
が
い
ず
れ
も
「
蛮
夷
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
て

い
る
乙
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、

「
彰
城
丞
印
」
と
、

紫
漢
民
前
掲
論
文
所
載
の
「
白
水
℃
丞
」
印
に

は
、
い
ず
れ
も
、
印
面
が
十
字
で
区
画
し
て
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
乙

一
般
に
印
面
の
四
周
を
更
に
画
し
、
回
字
格
と
称
さ
れ
、

の
十
字
の
区
画
は
、

秦

t
前
漢
代
の
遺
印
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
、
出
土
状
況
の
明
ら

か
な
諸
例
を
検
討
し
て
、
国
字
格
印
を
考
究
し
た
趨
超
氏
は
「
試
談
凡
方
秦
代

的
田
字
格
印
及
有
関
問
題
」
〈
『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
二
l
六
二
九
八
二
年
)
に
お

い
て
、
従
来
、
漢
代
と
認
め
ら
れ
て
き
た
国
字
格
印
の
い
く
つ
か
が
、
秦
印
で

あ
る
乙
と
な
ど
を
指
摘
し
つ
つ
、

田
字
格
印
は
、
秦
代
に
そ
の
盛
行
を
む
か
え

た
が
、
前
漢
初
期
に
は
衰
退
し
は
じ
め
た
と
と
、
更
に
、
私
印
、
吉
語
印
に

は
、
新
代
ま
で
、
田
字
格
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
考
古
資
料
か
ら
み

れ
ば
、
後
漢
代
に
は
、
完
全
に
消
滅
し
た
乙
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「
彰
城
丞
印
」
、
「
白
水
℃
丞
」
両
印
と
も
に
、
前
漢
の
初
期
の
印
章
で
あ

る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
乙
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
呉
撲
氏
が

補
註
(
1
v

言
及
し
た
、
上
海
文
物
管
理
委
員
会
所
蔵
の
「
淑
江
都
水
」
印
、
「
浪
左
趨
丞
」

印
は
、
と
も
に
、
秦
或
い
は
前
漢
の
遺
印
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。
乙
の
両
印
は
、
前
述
し
た
蛇
紐
印
の
時
期
と
矛
盾
し
な
い
が
、
乙
れ
を
偶

然
の
一
致
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
小
林
庸
浩
氏
は
、
漢
印

の
印
制
に
つ
い
て
考
究
し
、
「
官
位
の
高
下
に
よ
る
、

材
質
・
紐
式
等
の
区
分

が
、
整
頓
さ
れ
官
制
化
さ
れ
た
」
の
は
、
漢
武
帝
時
代
五
字
印
制
創
設
以
後
で

は
な
い
か
と
推
測
し
た
が
、
官
印
と
し
て
は
、
蛇
釦
と
同
じ
く
異
形
釦
に
属
す

る
魚
紐
の
宮
印
が
、
前
漢
初
期
に
限
ら
れ
る
乙
と
も
、
蛇
紐
官
印
を
理
解
す
る

一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
寧
楽
美
術
館
蔵
の
魚
釦
銅
印

で
あ
る
「
南
郡
侯
印
」
は
、
国
字
格
印
で
あ
り
、
近
年
、
広
東
省
広
州
市
象
闘

山
の
石
築
多
室
墓
か
ら
は
、
龍
紐
国
字
格
金
印
「
文
帝
行
璽
」
と
と
も
に
、
「
景

巷
令
印
」
魚
釦
銅
印
が
出
土
し
て
い
る
が
、
乙
れ
ま
た
そ
の
主
た
る
被
葬
者
か

ら
、
前
漢
初
期
の
遺
印
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。



乙
れ
ら
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

回
字
格
を
有
す
る
な
ど
上
記
蛇
紐
官
印
四
例

カヨ

い
ず
れ
も
、

秦

t
前
漢
初
期
に
限
ら
れ
る
と
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
前
漢
後
期
以
降
に
増
大
す
る
蛮
夷
印
の
釦
形
に
対
す
る
理
解
か
ら
の
解
釈

に
は
無
理
が
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

向
、
「
彰
城
丞
印
」
は
、
現
在
の
江
蘇
省
銅
山
県
に
所
在
し
た
彰
城
県
の
次
官

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
ζ

ろ
で
あ
る
が
、

の
印
で
あ
る
乙
と
は
、

「
漸
江
都

水
」
、
「
浪
左
瞳
丞
」
、
「
白
水
℃
丞
」
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

ず
都
水
と
は
、
国
分
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
治
水
、
漁
利
に
関
連
す
る
ζ

と
は
、

明
白
で
あ
っ
て
、
『
歴
代
職
官
表
』
に
は
、
秦
漢
代
通
じ
て
、
そ
の
名
が
見
え
て

い
る
。
一
九
五
九
年
、
安
徽
省
寿
県
安
豊
塘
で
は
、
後
漢
代
の
貯
水
施
設
遺
跡

か
ら
、
「
都
水
官
」
を
刻
す
鉄
錘
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
盛
丞
」
と
は
、

漢
代
に
設
置
さ
れ
た
「
瞳
官
」
の
丞
で
あ
り
、
呉
式
亮
の
『
封
泥
考
略
』
(
一
九

O
四
年
〉
巻
固
に
、
「
構
瞳
左
丞
」
が
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
佐
藤
武
敏
氏
の
既

に
指
摘
す
る
と
ζ

ろ
で
あ
る
。
『
漢
書
』
地
理
志
に
載
せ
る
「
堕
官
」
の
所
在
地

の
な
か
に
、
浪
部
郡
海
曲
県
、
長
広
県
、
計
斤
県
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
「
浪
左

瞳
丞
〕
印
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
「
盟
官
」
の
印
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、

「
白
水
℃
丞
」
で
あ
る
が
、
「
℃
丞
」
に
つ
い
て
は
、

ζ

れ
を
詳
か
に
し
得
な
い

が
、
白
水
県
は
、
前
漢
広
漠
郡
に
属
し
、
現
在
の
四
川
省
昭
化
県
の
西
北
に
位
置

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

2 

官
号
、
印
材
に
関
し
て

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
紐
形
は
、
印
銘
に
記
さ
れ
た
民
族
名

と
の
関
連
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
更
に
官
号
、
印
材
に
つ
い
て
も
確
認
を

試
み
た
の
が
前
掲
の
表
4
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
馬
紐
が
現
代
以
降
加
わ

る
に
し
て
も
、
監
鑑
印
は
漢
貌
晋
代
通
じ
て
、
北
方
諸
族
に
通
有
で
、
官
号
の

高
下
に
よ
る
別
も
特
に
指
摘
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
羊
鉦
印
に
つ
い
て
も
、

駐
担
印
と
並
び
、

漢

t
晋
代
を
通
じ
て
、

尭
族
に
み
る
と
と
が
で
き
る
。

ま

た
、
印
材
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
乙
れ
も
表
4
に
明
ら
か
な
よ
う
に
紐
形
を
規

定
す
る
要
素
で
な
い
の
は
、
例
え
ば
金
印
が
、
す
べ
て
王
侯
印
に
限
ら
れ
て
い

る
と
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
表
に
は
載
せ
て
い
な
い
が
、
「
漢
委
奴
国
王
」

印
、
「
棋
王
之
印
」
が
金
印
で
あ
る
と
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
新
保
察
烏
桓

翠
邑
率
衆
侯
島
も
ま
た
金
印
で
あ
る
。
ま
た
、
ヨ
一
国
史
記
』
新
羅
本
記
南
解

次
次
雄
二
ハ
年
「
春
二
月
北
摂
人
耕
回
得
減
王
印
献
之
」
の
減
王
印
は
、
甘
粛

省
武
都
県
出
土
の
「
莞
王
之
印
」
金
印
、
雲
南
省
晋
寧
県
出
土
の
「
濃
王
之
印
」

金
印
同
様
に
、
「
減
王
之
印
」
金
印
で
あ
る
乙
と
は
、
疑
い
の
な
い
と
と
ろ
で
あ

ろ
う
。
か
つ
て
、
岡
崎
氏
は
『
貌
志
』
夫
余
伝
に
見
え
る
「
減
王
之
印
」
に
つ

い
て
、
「
棋
王
之
印
」
と
の
比
較
か
泌
、
金
印
、
し
か
も
「
夫
租
蔵
君
」
肱
鑑
銀

印
か
ら
嚢
駐
の
紐
形
を
と
る
と
と
を
推
測
し
て
い
一
仰
が
、
納
得
の
ゆ
く
理
解
で

あ
る
と
言
え
る
。
向
、
『
三
国
史
記
』
に
記
す
滅
王
印
と
『
現
志
』
夫
余
伝
の

「
減
王
之
印
」
の
「
減
」
字
が
共
通
す
る
乙
と
は
注
目
さ
れ
て
良
い
と
思
わ
れ
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る
そ
の
ほ
か
王
印
で
あ
り
な
が
ら
、
金
印
、
塞
金
印
で
も
な
い
、
「
漢
旬
奴
悪
適

戸
逐
王
」
銅
印
の
特
異
性
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
乙
れ
を
わ
が
国
で
は
、
か

つ
て
「
漢
の
旬
奴
の
悪
適
戸
逐
王
」
と
読
み
、
悪
適
を
部
族
名
、
戸
逐
は
旬
奴

の
曾
長
の
称
号
で
あ
る
と
解
釈
し
、
志
賀
島
出
土
の
金
印
を
「
謹
の
委
の
奴
の

国
王
」
と
読
み
下
す
一
つ
の
例
証
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
「
陳
西
出
土

的

批
古
代
印

室
料
介
紹

文
物

語
叢
刊

号

一
九
七
七
年
〉
に
お
い



て
陳
全
方
氏
は
、
西
安
市
出
土
の
「
漢
旬
奴
悪
適
戸
逐
王
」
鼻
鉦
石
印
に
つ
い

て
、
『
後
漢
書
』
南
旬
奴
列
伝
に
見
え
る
単
子
比
の
子
適
の
遺
印
で
あ
る
と
し
、

悪
適
と
は
、
適
(
人
名
)
の
繁
称
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
旬
奴
列
伝

に
は
、
旬
奴
族
の
官
制
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

乙
れ
ら
か
ら
、
戸

逐
王
が
、
旬
奴
の
各
種
の
官
号
の
一
つ
で
あ
る
乙
と
が
推
測
さ
れ
、
同
じ
く
温

同
縫
も
同
様
で
あ
る
と
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
漢
旬
奴
悪
適

戸
逐
王
」
印
が
、
「
漢
旬
奴
栗
借
温
属
韓
」
印
同
様
、
銅
印
で
あ
っ
て
も
し
か
る

べ
き
で
あ
る
と
言
え
る
。

一一、
結

華町一

以
上
、
漢
貌
晋
代
蛮
夷
印
を
そ
の
紐
形
に
つ
い
て
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
、
単
に
、
北
方
諸
族
に
は
、
臆
紐
が
お
く
ら
れ
た
と
す
る
だ
け
で
な

く
、
羊
紐
印
に
、
更
に
注
意
す
べ
き
と
と
、
ま
た
、
蛇
紐
官
印
は
、
必
ず
し
も

蛮
夷
に
関
連
さ
せ
る
必
要
の
な
い
乙
と
な
ど
を
指
摘
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、

言
い
及
ぶ
乙
と
の
出
来
な
か
っ
た
問
題
点
も
多
い
。

印
章
は
、
印
面
に
記
さ
れ
た
印
銘
か
ら
使
用
さ
れ
た
時
期
、
地
域
、
私
印
で

あ
れ
ば
姓
名
を
知
る
と
と
が
出
来
る
た
め
か
、
紐
形
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、

例
え
ば
、
「
説
代
肱
釦
印
」
と
云
う
段
階
で
、
考
究
が
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
印
章
の
有
す
る
特
殊
性
か
ら
、
考
古
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
限

ら
れ
る
に
し
て
も
、
今
後
は
、
出
土
状
況
の
確
認
と
と
も
に
、
同
一
紐
形
の
細

分
か
ら
、
時
期
差
、
地
域
差
、
蛮
夷
印
が
賜
与
さ
れ
る
集
団
内
の
階
層
差
の
理

解
に
つ
い
て
の
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
小
稿
を
起
す
に
際
し
て
、
貴
重
な
御
助
言
、
御
配
躍
を
頂
い
た

岡
崎
敬
、
横
山
浩
一
、
西
谷
正
諸
先
生
を
は
じ
め
と
し
、
劉
茂
源
先
生
、
塩
屋

勝
利
氏
の
御
芳
名
を
乙
乙
に
記
す
と
と
も
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
乙
と
と
致

し
ま
す
。

註

〈1
)

緩
福
岡
・
王
人
聴
著
安
藤
更
生
訳
中
国
の
印
章
一
九
六
五
年
東
京
。
紫
渓

有
関
古
蜜
印
的
一
些
知
識
文
物
参
考
資
料
一
九
五
八
|
一
一
九
五
八
年

b
L
M
M
コ向。

『
寸
A
司
亨
E
A

(

2

)

一
九
七
二
年
三
月
、
河
南
省
孟
津
県
長
華
公
社
李
審
大
隊
第
五
生
産
隊
で
、
地
下

0
・六

m
の
容
蔵
中
か
ら
、
七
九
七
頼
の
銅
印
が
出
土
し
た
が
、
と
れ
ら
は
、
後

漢
1
三
国
時
代
の
、
い
ず
れ
も
中
下
級
軍
官
の
印
章
・
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
俵

司
馬
印
六
一
九
頼
、
軍
偲
司
馬
八
O
頼
、
軍
司
馬
印
二
O
頼
、
軍
曲
侯
印
六
四
頼
、

別
部
司
馬
一
一
頼
、
部
曲
将
印
三
頼
で
あ
る
。
但
し
、
報
告
者
は
、
乙
れ
ら
容
蔵

出
土
の
原
因
を
、
当
時
の
恒
常
的
な
戦
乱
状
態
に
求
め
な
が
ら
も
、
印
自
体
は
未

使
用
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
〈
賀
官
保
・
陳
長
安
洛
陽
博
物
館
館
蔵
官
印
考

文
物
一
九
八
O
l
一
一
一
一
九
八
O
年
北
京
〉
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と
れ
は
要
す
る
に
程
度
の
問
題
で
あ
っ
て
、
藤
田
亮
策
氏
が
、
楽
浪
土
城
内
の
一

局
部
か
ら
封
泥
が
多
量
に
出
土
す
る
乙
と
を
以
っ
て
、
建
築
祉
の
焼
失
を
推
測
し

た
よ
う
に
(
楽
浪
封
泥
続
孜
朝
鮮
考
古
学
研
究
一
九
四
八
年
東
京
て
一
建

築
祉
、
一
城
邑
の
機
能
の
停
止
と
と
も
に
、
組
滅
し
た
場
合
の
あ
っ
た
乙
と
は
、

言
う
迄
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

〈4
V

小
林
盾
浩
漢
代
官
印
私
見
東
洋
学
報
五
O
lコ
一
一
九
六
七
年
東
京
。

(
5
〉
註
(
4
〉
に
同
じ
。

(
6
〉
小
林
庸
浩
氏
が
、
書
口
問
八
四
I
九
O
号
に
訳
出
を
行
っ
て
い
る
。

(
7
〉
註
〈
4
〉
に
同
じ
。

ハ
8
)

乙
の
う
ち
、
湖
北
省
宜
城
県
楚
皇
城
内
出
土
の
「
普
蛮
夷
率
善
邑
長
」
印
、
「
漢

夷
邑
君
」
印
な
ど
、
建
築
地
出
土
と
想
定
さ
れ
る
が
、
明
証
は
な
い
。

(
3〉



(
9
〉
出
土
状
況
の
確
認
さ
れ
る
僅
か
な
例
が
、
「
漢
旬
奴
婦
義
親
漢
長
」
舵
釦
銅
印
で

あ
る
が
、
・
出
土
し
た
後
漢
後
期
の
碍
築
多
室
墓
は
、
人
骨
が
散
乱
す
る
な
ど
盗
掘

を
受
け
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
前
室
出
土
の
該
印
の
原
位
置
を
知
り

得
な
い
。
蛮
夷
印
以
外
の
他
の
官
印
に
つ
い
て
も
、
そ
の
出
土
状
況
は
ほ
ぼ
同
様

に
明
ら
か
に
知
り
え
な
い
が
、
た
だ
、
同
時
代
の
私
印
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ

そ
窺
い
知
る
乙
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
木
棺
内
出
土
の
場
合
、
遺
骸
の
腰
部

付
近
(
呉
銘
生
杭
州
古
務
漢
代
朱
楽
昌
墓
清
理
筒
報
考
古
一
九
五
九
|
三
、

等
〉
、
頭
部
(
火
鷹
巴
盟
出
土
漢
印
三
方
内
蒙
古
文
物
考
古
一
号
一
九
七

九
年
、
等
)
、
胸
部
(
小
野
勝
年
・
日
比
野
丈
夫
蒙
彊
考
古
記
一
九
四
六
年
、

等
)
、
掌
部
(
南
京
博
物
院
海
州
西
漢
窪
賀
墓
清
理
簡
報
考
古
一
九
七
四
|

三
、
他
)
、
及
び
、
遺
骸
の
口
中
に
含
ま
せ
た
例
(
紀
南
城
恩
鳳
山
一
六
八
号
漢

墓
発
掘
整
理
組
湖
北
江
陵
鳳
恩
山
一
六
八
号
漢
墓
発
掘
簡
報
文
物
一
九
七
五

|
九
〉
な
ど
で
あ
る
。

(
叩
)
一
容
蔵
出
土
の
原
因
を
、
報
告
者
は
、
古
印
愛
好
家
の
収
蔵
に
求
め
て
い
る
。
(
陳
全

方
侠
西
出
土
的
一
批
古
代
印
章
資
料
介
紹
文
物
資
料
叢
刊
一
号
一
九
七
七

年

北

京

J

〈
日
)
但
し
、
『
集
古
官
印
考
謹
』
に
、
「
貌
蛮
夷
率
善
邑
長
」
蛇
釦
印
を
知
る
乙
と
が
出

来
る
。

(
ロ
)
肖
之
輿
試
釈
，
漢
帰
義
美
長
H

印
文
物
一
九
七
六
|
七
一
九
七
六
年
北

吉
小
。

(
臼
)
蒔
英
群
晋
帰
義
発
侯
印
与
晋
帰
義
底
王
印
文
物
一
九
六
四
|
六
、
一
九
六

四
年
北
京
。

(
日
比
)
蛇
紐
の
印
を
め
ぐ
る
問
題
え
と
の
す
一
一
号
一
九
七
九
年
下
関
。

(
日
)
劉
茂
源
氏
が
、
え
と
の
す
十
二
号
一
九
七
九
年
に
訳
出
を
行
っ
て
い
る
。

(
凶
)
註

(
1
〉
に
同
じ
。

(
げ
〉
小
林
庸
浩
両
漢
新
葬
印
に
つ
い
て
|
一

l

書
品
二
八
号

吉
小
。

(
路
〉
定
本
書
道
全
集
一
九
五
六
年
東
京
。

(
日
)
広
州
象
闘
漢
墓
発
掘
隊
西
漢
南
越
王
墓
発
掘
初
歩
報
告

一
九
五
二
年

東

考
古
一
九
八
四
|
三

一
九
八
四
年
北
京
。

璽
印
精
華
官
印
篇
一
九
七
五
年
京
都
。

股
機
非
安
徽
省
寿
県
安
豊
塘
発
現
漢
代
悶
繍
工
程
遺
祉

一
九
六
O
年
北
京
。

(

n

)

中
国
古
代
工
業
史
の
研
究
一
九
六
二
年
東
京
。

(
お
〉
佐
藤
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
臨
官
」
に
は
、
長
、
左
右
丞
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば

「
浪
左
臨
丞
」
は
、
「
縫
附
盟
友
丞
」
と
同
じ
く
「
瑛
搬
左
丞
」
と
読
む
べ
き
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
佐
藤
氏
が
、
本
文
中
で
言
及
す
る
『
十
鍾
山
房
印

挙
』
に
は
、
「
海
右
犠
丞
」
が
録
さ
れ
て
お
り
、
印
面
の
配
字
等
、
後
考
に
ま
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

M

)

塩
英
哲
編
訳
精
選
中
国
地
名
辞
典
一
九
八
三
年
東
京
。

(
お
)
小
林
庸
浩
中
国
の
古
印
日
本
の
古
印
一
九
六
五
年
東
京
。

(
お
〉
「
濃
王
之
印
」
と
の
比
較
で
は
、
栗
原
氏
の
論
考
が
注
目
さ
れ
る
。
(
金
印
『
漠

王
之
印
』
と
『
貌
士
山
』
夫
余
伝
に
み
え
る
『
減
主
之
印
』
と
に
つ
い
て
古
代
学

八
l
一
一
九
五
九
年
京
都
。

(
幻
〉
岡
崎
敬
『
夫
租
一
歳
君
』
銀
印
を
め
ぐ
る
諸
問
題

六
八
年
天
理
。

(
お
)
藤
枝
晃
書
道
全
集
E
巻

(

却

〉

(

幻

)

文
物
一
九
六
O
|

- 68一

朝
鮮
学
報
第
四
六
輯

九

一
九
五
八
年

墓
尽

補
註(1〉

脱
稿
後
、
『
図
説
中
国
の
古
印
|
古
璽
印
概
論
』
(
羅
福
顕
著
北
川
博
邦
訳
一

九
八
三
年
)
に
接
し
た
が
、
同
書
に
は
、
回
字
格
を
示
す
「
斯
江
都
水
」
印
の
印

影
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
魚
銀
銅
印
で
あ
る
「
泰
倉
」
印
も
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
日
字
格
で
あ
る
乙
と
か
ら
、
両
印
と
も
に
漢
初
の
遺
物
と
さ
れ
て
い

る。


